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１．目　　　的
農業従事者がイノシシ・シカなどの鳥獣類による農作物の被害を未然に防止するため、田畑に侵入防止柵を設置、修繕する場合の補助金です。

２．対象経費
　　対象となる防止施設は、電気柵、ワイヤーメッシュ柵、トタン柵、ナイロン網柵等で、設置と修繕にかかる資材の購入経費です。

３．補助金の額
　　資材費の１／２以内を補助します。（1,000円未満切捨てとなります）
なお、補助金の上限額は、農業従事者は100,000円で、農業を営む法人及び農業従事者で組織する団体（3戸以上）は、300,000円です。
４．申請の手続き

（１）申請に必要なもの　
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（2） 提出期限　　9月30日
　　　　　　　　　ただし、予算がなくなり次第、申請の受付を終了します。
（3） 申請書の提出先　　松江市農林基盤整備課、又は各支所地域振興課）
５．補助金手続きの流れ（申請後は下記のとおりの手順で柵の設置を行ってください）
（１）決定通知書の受け取り　補助金を交付する場合は、松江市から申請者へ「決定通知書」と、後ほど提出する「実績報告書」「補助金等交付請求書」も送付します。

（２）資材の購入、設置　　　決定通知書を受け取った後に、資材の購入と設置、修繕をしてください。
　　　　　　　　　　　　　　　（決定通知の前の購入は補助金の対象になりません。）

資材を購入されたら、必ず領収書をもらってください。

（３）設置の完了　　　　　　柵を設置したら、設置後の写真（申請時と同じ場所から同じ方向の写真）を撮影してください。

柵の設置、修繕後は下記の書類を作成し、農林基盤整備課または各支所地域振興課へ提出してください。

（１）実績報告書　　　　　　書類の内容を確認してください。また、設置後の写真と購入資材の領収書を添付し、事業完了後すみやかに提出してください。

（２）補助金等交付請求書　　補助金の振込先口座を記載してください。

○ 上記の書類が提出された後、農林基盤整備課が確認を行います。

　　（写真、現地において設置の確認ができない場合、補助金が交付されない場合があります。）

○ 上記の確認の結果、適正と認められたら、市役所より確定通知書を送付します。また、補助金等交付    請求書に記載された口座へ補助金を振り込みます









松江市有害鳥獣被害防除施設整備事業補助金








①申請書　②事業計画書・収支予算書（農林基盤整備課又は各支所にあります）


③柵を設置する位置図　④柵を設置する前の写真　⑤資材の見積書（写し）


⑥同意書　⑦委任状（３戸以上で申請する場合）








補助金等交付申請書、事業計画書・収支予算書記載方法





（日付）市役所、支所へ提出した日を記入して下さい。








【申請人】住所、氏名、電話番号、生年月日を記載してください。押印不要





【補助事業等の経費所要額】


「２　収支予算書（１）収入の部の計」を　　記載してください。


【補助金等の交付申請額】


「２　収支予算書（１）収入の部松江市補助金額」を記載してください。


【補助事業等の施行場所】


柵を設置する場所（町名）を記載してください。


【補助事業等の完了（予定）年月日】


記入しないでください。





１　事業計画書


【設置場所】


設置箇所の所在地と地番を記載してください。複数の土地にまたがる場合は「○○他」との記載でも構いません。


【柵の種類・材質】


該当するものに○を付けてください。


【柵の長さ】


設置する柵の長さを記載してください。


【資材の費用】


見積書の金額（税込）を記載してください。ただし、資材費以外の経費（設置料等）は　　除いてください。


【松江市補助金額】


上限額以内の額を記載してください。








２　収支計算書


１事業計画書に沿って、記載してください。








